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開
山
忌
考

尾
崎
　
正
善

は
じ
め
に

開
山
忌
は
、
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
大
変
重
要
な
法
要
で
あ
る
。
そ
の
寺
院
を
開
創
し
た
祖
師
を
顕
彰
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
法
要
の
中

で
も
禅
宗
独
特
の
行
事
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
各
種
辞
書
に
示
さ
れ
る
よ
う
「
開
山
忌
」
を
も
た
ら
し
た
の
は
禅
宗
で
あ
り
、
そ
の
嚆
矢

は
蘭
渓
道
隆
で
あ
っ
た
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
史
実
で
あ
る
か
は
、
丁
寧
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。

本
論
で
は
、
開
山
を
顕
彰
す
る
の
が
果
た
し
て
禅
宗
独
自
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
開
山
忌
の
成
立
と
儀
礼
の
特
徴
、
そ
し
て
日
本
で
開

山
忌
を
初
め
て
行
っ
た
の
は
蘭
渓
道
隆
で
あ
っ
た
の
か
等
の
問
題
を
論
じ
、
最
後
に
禅
宗
が
「
開
山
忌
」
を
重
視
す
る
意
味
と
は
何
で
あ

る
か
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

＊
本
論
は
、
平
成
元
年
（
二
〇
一
九
）
二
月
一
三
日
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
主
催
「
禅
宗
法
式
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

―
お
寺
の
原
点
を
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い
か
に
記
憶
す
る
か
・
臨
済
宗
の
開
山
正
当
忌
と
曹
洞
宗
の
開
山
報
恩
法
要
を
考
え
る

―
」
の
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
開
山
と
山
号

ま
ず
、
仏
教
寺
院
に
建
立
に
あ
た
り
、「
山
を
開
く
」
と
呼
称
す
る
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

（
一
）
イ
ン
ド

イ
ン
ド
に
お
け
る
寺
院
（
サ
ン
ガ
・
精
舎
）
は
、
檀
越
の
喜
捨
に
よ
っ
て
造
営
・
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
こ
に
特
定
の
僧

侶
が
招
聘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
方
を
「
初
祖
」
と
し
て
祀
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
寺
院
の
所
在
地
は
、
都
市
も
し
く
は
村
落
の
周
辺
に
存
す
る
。
そ
れ
は
托
鉢
に
基
づ
く
生
活
を
維
持
す
る
為
に
は
、
在
家
信
者

の
近
隣
で
修
行
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
檀
越
の
帰
依
を
受
け
て
山
林
近
く
に
住
し
て
瞑
想
を
行
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
日
本
で
考
え
る
よ
う
な
深
山
幽
谷
、
山
岳
修
行
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
当
然
、
寺
院
と
「
山
」
は
結
び
付
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
分
野
に
関
し
て
、
筆
者
は
専
門
外
で
あ
る
の
で
こ
れ
以
上
の
言
及
は
行
わ
な
い
。
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
寺
院
の
開
創
の
過
程
、

地
理
的
要
件
に
関
し
て
、
御
教
示
を
請
う
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
中
国

中
国
仏
教
も
初
期
の
段
階
で
は
、
完
全
に
都
市
型
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
の
よ
う
に
托
鉢
修
行
が
許
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
無
い
が
、
皇
帝
・
有
力
者
の
帰
依
を
受
け
て
都
市
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
、
そ

こ
で
訳
経
や
学
習
・
修
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。

時
代
が
下
り
石
窟
寺
院
の
造
営
も
行
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
山
奥
で
は
な
く
、
都
市
郊
外
に
造
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
山
間
部
に

造
営
さ
れ
た
寺
院
に
は
「
山
号
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
「
天
台
山
」「
衡
山
」「
南
山
」「
五
台
山
」
な
ど
、
多
く
の
山
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
所
在
地
と
し
て
の
固
有
の
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「
山
名
」
を
付
し
た
も
の
で
、
各
寺
院
に
「
山
号
」
と
い
う
尊
称
を
付
加
し
た
も
の
で
は
な
い
。
現
在
、「
天
台
山
国
清
寺
」
と
呼
称
す
る

が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
山
の
名
称
で
あ
り
、
後
の
「
山
号
」
と
は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
日
本
の
「
比
叡
山
延
暦
寺
」「
高
野
山
金
剛
峯
寺
」
も
同
様
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
本
論
で
問
題
と
す
る
、
寺
院
を
創
建
し
た
祖
師
の
「
開
山
」
と
い
う
尊
称
及
び
寺
院
の
山
号
は
初
期
の
史
伝
資
料
上
に
は

確
認
で
き
な
い
。

「
山
を
開
く
」
と
い
う
意
味
で
の
例
が
、『
高
僧
伝
』
巻
十
一
・
釋
法
晤
十
八 

に
あ
る
。

時
武
昌
太
守
陳
留
阮
晦
、
聞
而
奇
之
。
因
爲
剪
逕
開
山
造
立
房
室
。）

1
（

こ
れ
は
、
法
晤
の
為
に
武
昌
太
守
で
あ
っ
た
阮
晦
が
径み
ち

を
切
り
開
き
、
山
を
開
い
て
房
室
を
造
立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

山
岳
に
寺
院
を
創
り
修
行
を
行
う
事
例
は
、
イ
ン
ド
仏
教
と
は
異
な
る
中
国
で
の
新
た
な
展
開
と
言
え
る
が
、
本
論
で
問
題
と
す
る
「
開

山
」
と
い
う
尊
称
で
は
な
い
。

そ
の
後
、
時
代
が
下
り
、
宋
代
・
元
代
の
僧
伝
資
料
に
は
、「
山
を
開
く
」
事
例
が
許
多
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

禅
宗
資
料
に
お
い
て
は
、『
祖
堂
集
』
の
段
階
で
は
「
開
山
」
の
用
例
は
確
認
で
き
な
い
。）

2
（

こ
れ
に
対
し
て
『
景
徳
伝
燈
録
』
に
お
い
て
は
、「
開
山
」
の
用
例
は
八
例
確
認
で
き
る
。

①
岸
禅
師
即
寿
昌
開
山
和
尚
也
。（
寿
昌
開
山
和
尚
な
り
）　

巻
九
、
天
台
平
田
普
岸
禅
師
（T51.267a

）

②
総
印
禅
師
開
山
創
院
。
鑒
即
第
二
世
住
也
。（
総
印
禅
師
、
山
を
開
き
院
を
創
る
）　

巻
十
五
、
徳
山
宣
鑒
（T51.317c

） 

③
所
遺
壊
衲
三
事
及
開
山
拄
杖
木
屐
、
今
在
影
堂
中
。（
開
山
の
拄
杖
と
木
屐
、
今
は
影
堂
中
に
在
り
）
巻
十
五
、
如
訥
（T51.320b

）

④
師
自
夾
山
遷
至
石
門
、
開
山
創
寺
再
闡
玄
風
。（
山
を
開
き
寺
を
創
り
、
再
び
玄
風
を
闡
く
）
巻
二
十
、
石
門
獻
（T51.366a

）

⑤
乃
開
山
創
院
漸
成
叢
林
。（
乃
ち
山
を
開
き
院
を
創
り
、
漸
く
叢
林
を
成
ず
）
巻
二
十
二
、
興
福
竟
欽
（T51.385b

）

⑥
房
州
開
山
懐
昼
。（
房
州
開
山
の
懐
昼
）
巻
二
十
三
、
房
州
懐
昼
（T51.389a

・397a
）
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⑦
後
開
山
創
院
学
侶
依
附
。（
後
に
山
を
開
き
院
を
創
る
に
、
学
侶
依
附
せ
り
）
巻
二
十
三
、
瑞
峰
横
龍
（T51.391b

）

⑧
開
山
後
宣
帝
建
修
禪
寺
。（
山
を
開
い
て
後
、
宣
帝
、
修
禪
寺
を
建
て
）
巻
二
十
七
、
天
台
智
顗
（T51.432a

）

こ
の
時
点
で
大
き
な
転
換
が
認
め
ら
れ
る
。「
開
山
」
に
は
、
文
字
ど
お
り
「
山
を
開
く
」
と
い
う
意
味
と
、
そ
の
寺
院
の
初
祖
の
尊
称

と
し
て
の
「
開
山
」
と
い
う
事
例
が
確
認
で
き
る
。『
伝
燈
録
』
で
は
混
在
状
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
転
換
点
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

尊
称
に
到
る
過
程
と
時
期
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
禅
者
の
多
く
は
そ
の
住
し
た
「
山
の
名
」
で
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
延
長
と
し
て
新
た
に
山
を
開
い
た
場
合
に
「
尊
称
」
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
智
顗
も
天
台
山
を
開
い

た
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
如
訥
の
遺
品
は
「
影
堂
」
に
あ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
影
堂
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
南
宋
の
五
山
制
度
に
見
ら
れ
る
、
径
山
万
寿
寺
・
北
山
景
徳
霊
隠
寺
・
天
童
山
景
徳
寺
・
南
山
浄
慈
寺
・
阿
育
王
山
な
ど
は
、

単
に
山
の
名
称
で
は
な
く
、
そ
の
寺
院
を
象
徴
す
る
呼
称
へ
と
位
置
づ
け
が
変
化
し
て
き
た
。

こ
の
、
本
来
の
「
山
の
名
称
」
が
、
寺
院
固
有
の
「
山
号
」
に
変
化
す
る
過
程
及
び
禅
院
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
今
後
丁
寧
な

検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
日
本

日
本
伝
来
初
期
に
建
立
さ
れ
た
寺
院
、
飛
鳥
・
奈
良
の
諸
寺
院
に
は
山
号
が
な
い
。
法
隆
寺
に
は
現
在
も
存
在
し
な
い
。
飛
鳥
寺
は
、

「
鳥
形
山
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
後
世
付
さ
れ
た
も
の
で
当
初
は
な
か
っ
た
。
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
寺
院
は
、
都
市
型
寺
院
の
た
め
あ
え

て
寺
院
の
所
在
地
と
し
て
の
「
山
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
奈
良
か
ら
平
安
期
建
立
の
寺
院
で
現
在
呼
称
さ
れ
て
い
る
山
号
は
、
何
時
付
さ
れ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
例
え
ば
寺
院
の
建

立
に
当
た
っ
て
も
「
山
を
開
く
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、
草
創
・
創
建
・
建
立
と
い
う
表
記
が
一
般
的
で
あ
る
。　
　

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
一
七
「
寺
誌
叢
書
」
第
一
を
見
る
と
以
下
の
様
な
例
が
あ
る
。
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①
「
法
隆
寺
東
院
縁
起
」（
不
明
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
書
写
）

鳥
以
宮
改
造
寺
（26b

）

②
「
石
山
寺
縁
起
」（
正
中
年
間
（
一
三
二
四
―
二
六
））

夫
石
山
寺
者
、
聖
武
天
皇
之
勅
願
、
良
弁
僧
正
之
草
創
也
。（179a

）

③
「
清
水
寺
縁
起
」（
室
町
時
代
）

夫
当
寺
は
、
山
城
国
愛
宕
郡
八
坂
郷
東
山
の
上
に
あ
り
。
こ
れ
千
手
観
音
霊
験
の
地
。
行
叡
居
士
孤
庵
の
跡
な
り
。
宝
亀
十
一
年
、
始

て
草
堂
を
建
立
し
、
本
尊
を
安
置
し
奉
ら
る
。（
中
略
）
大
同
二
年
又
伽
藍
を
造
開
き
、
法
号
北
観
音
寺
と
い
ふ
。
堂
前
の
額
に
み
え
た

り
。
清
水
寺
の
号
、
大
門
の
額
に
あ
き
ら
か
な
り
。（229b

）

④
「
醍
醐
寺
縁
起
」（
平
安
時
代
）

在
山
城
国
宇
治
郡
笠
取
山
。
右
当
寺
者
、
根
本
尊
師
昔
振
飛
錫
、
遍
遊
名
山
。
翠
嵐
吹
衣
、
何
巌
不
踏
、
白
雲
払
首
、
何
岫
不
探
。

（
中
略
）
其
後
上
奏
此
由
、
延
喜
上
皇
殊
有
叡
感
、
奉
為
除
病
延
命
、
造
営
根
本
堂
舎
、
被
安
置
薬
師
如
来
像
。
奉
為
継
帝
御
願
、
尊
師

造
営
准
胝
堂
、
奉
安
置
七
如
准
胝
仏
母
。
奉
為
朝
敵
降
伏
、
造
営
五
大
堂
。

惣
以
当
寺
号
醍
醐
寺
者
、
老
翁
嘗
泉
水
、
号
醍
醐
味
。
故
貴
為
寺
号
。
以
此
水
亦
為
閼
伽
井
。（246a

）

⑤
「
峰
相
記
」（
室
町
時
代
初
期
）

又
山
名
ニ
異
僧
一
人
出
現
し
て
、
山
ヲ
ハ
書
写
ト
名
ケ
、
峰
ヲ
ハ
一
乗
ト
号
ス
。
此
山
ヲ
踏
ム
者
ハ
菩
提
心
ヲ
発
シ
、
此
峰
ニ
住
ム
者

ハ
大
根
ヲ
浄
ム
ト
云
々
。
第
二
大
聖
文
殊
ノ
化
来
也
。
則
草
庵
ヲ
結
ヒ
寺
院
ヲ
建
立
ス
。（273b

）

⑥
「
高
山
寺
縁
起
」（
建
長
五
年
（
一
二
五
三
））

土
御
門
院
御
宇
、
去
建
久
元
丙
寅
十
一
月
、
被
下
後
鳥
羽
院
院
宣
、
以
此
栂
尾
寺
院
山
内
別
賜
明
恵
上
人
、
仍
以
此
所
永
為
華
厳
興
隆

之
勝
地
。
寺
号
高
山
寺
。（301a

）



― 242 ―

⑦
「
洛
陽
誓
願
寺
縁
起
」（
不
明
、
一
四
七
七
頃
か
）

抑
当
寺
は
人
皇
三
十
九
代
天
智
天
皇
の
御
草
創
、
勅
願
の
梵
刹
（340b

）

当
寺
は
天
智
天
皇
の
御
願
に
創
り
、
惠
穏
法
師
を
開
祖
と
し
て
、
開
闢
の
昔
よ
り
も
つ
は
ら
西
方
の
教
行
を
闡
揚
す
と
い
へ
と
も
。

（363a

）

⑧
「
絵
詞
要
略
誓
願
寺
縁
起
・
下
」（
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
））

当
寺
は
慧
穏
法
師
の
開
基
に
し
て
、
元
よ
り
西
方
の
教
行
は
闡
揚
す
と
い
へ
と
も
。（382b

）

こ
こ
に
は
、「
開
山
」
の
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
寺
号
に
つ
い
て
は
記
す
が
、
現
在
の
山
号
に
言
及
す
る
も
の
は
な
い
。
清
水

寺
（
音
羽
山
）
・
醍
醐
寺
（
醍
醐
山
）
・
高
山
寺
（
栂
尾
山
）
い
つ
頃
か
ら
か
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
、
時
代
が
下
っ
た
寺
誌
に
は
、
創
始
者
を
「
開
山
」、
寺
院
に
「
山
号
」
を
付
す
事
例
が
確
認
で
き
る
。

①
「
播
州
書
写
山
縁
起
」（
寛
永
二
一
年
（
一
六
四
四
））

山
陽
道
播
磨
国
の
餝
磨
の
西
の
郡
に
書
写
山
円
教
寺
と
い
ふ
霊
刹
あ
り
。
開
山
は
性
空
上
人
と
て
、
現
に
六
根
清
浄
の
徳
を
証
し
給
ふ

聖
者
な
り
。（256b

）

②
「
真
如
堂
縁
起
」（
大
永
四
年
（
一
五
二
四
））

爰
に
洛
陽
城
の
東
、
神
楽
岡
の
辺
に
鈴
聲
山
真
如
堂
と
号
し
て
、
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
に
て
ま
し
ま
す
。（319a

）

③
「
長
徳
山
知
恩
寺
歴
志
略
」（
元
禄
庚
午
（
一
六
九
〇
））

　
開
山
法
然
源
空
上
人
、
美
作
国
久
米
南
條
稲
岡
人
。（428a

）

④
「
清
凉
寺
縁
起
」（
永
正
一
二
年
（
一
五
一
五
））

大
日
本
国
山
城
州
嵯
峨
五
台
山
清
凉
教
寺
の
本
尊
釈
迦
如
来
栴
檀
瑞
像
の
由
来
を
考
る
に
、（465a

）

右
に
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
、「
真
如
堂
縁
起
」「
清
凉
寺
縁
起
」
は
中
世
で
あ
る
が
、
他
の
二
本
は
江
戸
期
の
寺
誌
で
あ
る
。
時
代
が
下
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る
と
「
開
山
」
の
尊
称
、
山
号
の
付
与
が
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
親
鸞
聖
人
を
「
開
山
」
と
呼
称
す
る
最
古
の
記
録
は
、
蓮
如
（
一
四
一
五
―
一
四
九
九
）
の
文
献
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

平
安
末
ま
で
の
段
階
で
は
、
寺
院
を
新
た
に
建
立
し
た
際
に
、
創
始
者
を
「
開
山
」
と
尊
称
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。）

3
（

二
、『
本
朝
高
僧
伝
』
の
事
例

「
開
山
」
の
尊
称
使
用
に
つ
い
て
、『
本
朝
高
僧
伝
』
を
通
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
本
朝
高
僧
伝
』
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
禅
宗

系
が
若
干
多
く
、
浄
土
真
宗
・
日
蓮
宗
の
僧
伝
を
記
し
て
い
な
い
と
い
う
偏
り
は
見
ら
れ
る
が
、
古
代
か
ら
一
千
六
百
名
を
超
え
る
沙

門
・
神
仙
の
伝
記
を
記
す
網
羅
的
な
資
料
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
本
朝
高
僧
伝
』
の
詳
し
い
書
誌
は
割
愛
す
る
が
、
江
戸
期
の
学
僧
卍
元
師
蛮
撰
が
、
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
製
作
し
た
も
の
で

あ
る
。
全
七
十
五
巻
、
伝
を
掲
載
す
る
も
の
は
一
六
八
四
名
の
多
く
数
え
る
。　

内
訳
は
、「
法
本
」
三
巻
・
二
〇
名
、「
浄
慧
」
十
五

巻
・
四
七
三
名
、「
浄
禅
」
二
七
巻
・
四
五
八
名
、「
感
進
」
一
一
巻
・
二
五
三
名
、「
浄
律
」
七
巻
・
一
五
七
名
、「
檀
興
」
二
巻
・
四
一

名
、「
浄
忍
」
一
巻
・
一
六
名
、「
遠
遊
」
一
巻
・
二
二
名
、「
読
誦
」
一
巻
・
三
六
名
、「
願
雑
」
七
巻
・
二
〇
八
名
で
あ
る）

4
（

。

こ
の
書
に
は
、「
開
山
」・
二
一
箇
所
、「
開
山
祖
」・
九
三
箇
所
、「
開
山
正
忌
日
」・
一
箇
所
の
一
一
五
箇
所
が
確
認
で
き
る）

5
（

。（
そ
の
項

目
に
記
さ
れ
た
僧
侶
を
「
開
山
」
と
尊
称
す
る
例
だ
け
で
な
く
、
他
の
祖
師
を
示
す
た
め
の
事
例
も
含
む
）

な
お
、
開
山
行
状
・
開
山
国
師
・
開
山
祖
塔
・
開
山
入
滅
牌
・
開
山
両
祖
が
夫
々
一
箇
所
づ
つ
あ
る
が
、
共
に
掲
載
箇
所
の
僧
侶
が
重

複
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
数
に
上
げ
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
項
目
別
に
見
る
と
、
法
本
・
二
箇
所
、
浄
慧
・
三
箇
所
、
浄
禅
・
一
〇
〇
箇
所
（
蘭
渓
道
隆
の
項
は
、
三
箇
所
）
、
感
進
・
二
箇
所
、

浄
律
・
七
箇
所
、
遠
遊
・
一
名
、
檀
興
・
浄
忍
・
読
誦
・
願
雑
・
〇
箇
所
と
な
る
。
た
だ
し
、「
法
本
」
の
二
箇
所
の
内
の
一
人
は
栄
西
な

の
で
こ
れ
、
禅
僧
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
浄
禅
」
は
元
々
二
七
巻
・
四
三
五
名
と
割
合
と
し
て
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
比
率
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は
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、「
法
本
」
の
栄
西
以
外
の
一
箇
所
、
高
麗
沙
門
慧
灌
の
記
述
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

余
抵
常
州
鹿
嶋
、
信
宿
根
本
寺
、
歴
観
殿
裏
、
有
慧
灌
僧
正
之
牌
。
楞
側
弊
朽
、
字
畫
燦
然
。
主
曰
、
慧
灌
当
寺
開
山
也
。
問
古
記
、

無
有
之
。（
巻
一
・64a

）

こ
れ
は
師
蛮
が
常
州
鹿
嶋
の
根
本
寺
で
見
聞
し
た
記
録
で
、『
元
亨
釈
書
』
巻
一
「
慧
灌
」
に
は
こ
の
記
述
な
く
、
後
世
の
伝
承
と
考
え

ら
れ
る
。）

6
（

さ
ら
に
、「
浄
慧
」
の
三
箇
所
は
、
光
明
寺
良
忠
（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
）「
於
佐
介
谷
建
蓮
華
寺
、
延
為
開
山
祖
」（
巻
五
・240a

）
・
遍

救
（
九
六
二
―
一
〇
三
〇
）「
至
今
開
山
寂
源
忌
日
、
挙
此
論
題
、
以
鋪
講
席
焉
。（
巻
一
〇
・174b

）」・
龍
増
寺
豪
尊
（
生
没
年
不
詳
）「
闢
龍

増
寺
、
招
尊
而
居
、
為
開
山
祖
（
巻
一
七
・260a

）」
で
あ
る
。
良
忠
と
豪
尊
は
、
二
人
を
「
開
山
」
と
し
て
尊
称
す
る
事
例
で
あ
る
が
、
遍

救
は
勝
林
院
を
開
い
た
寂
源
忌
に
つ
い
て
、
後
世
「
開
山
」
を
付
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、「
感
進
」
に
は
二
箇
所
の
事
例
あ
る
。
ま
ず
、
園
城
寺
勤
修
（
九
四
四
―
一
〇
〇
七
）
の
項
に
は
、「
仍
建
浄
妙
寺
、
延
修
為
開
山

祖
。（
巻
四
九
・673b

）」
あ
る
。『
元
亨
釈
書
』
巻
四
に
は
、「
寛
弘
二
年
、
藤
相
国
、
建
浄
妙
寺
、
属
修
之
門
葉
。
酬
持
念
之
徳
也
」）

7
（

と
あ

り
、「
開
山
祖
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
東
国
高
僧
伝
」
巻
七）

8
（

の
勤
修
伝
に
も
該
当
記
述
な
く
、
ど
の
時
点
で
付
加
さ
れ
た
か
未
詳
で

あ
る
。
こ
れ
も
後
世
の
付
加
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
勝
因
寺
至
一
（
鎌
倉
後
期
）
の
項
に
は
、「
鎌
倉
府
主
、
平
副
元
帥
、
創
勝
因
寺
、
延
為
開
山
。（
巻
五
六
・749b

）」
と
あ
る
が
、

そ
の
出
典
も
未
詳
で
ど
の
時
点
で
の
付
加
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。

 「
浄
律
」
の
事
例
は
七
箇
所
で
あ
る
。
ま
ず
叡
尊
（
一
二
〇
一
―
九
〇
）
に
は
以
下
の
様
に
あ
る
。

弘
長
元
年
春
、
葉
室
中
納
言
藤
定
嗣
、
遵
尊
落
餝
受
戒
。
法
名
定
然
。
創
浄
住
精
藍
於
洛
西
、
請
尊
為
開
山
祖
。（
巻
五
九
・775b

）

叡
尊
の
伝
に
関
し
て
「
興
正
菩
薩
伝
」
を
始
め
六
本
の
出
典
を
示
す
が
、
こ
の
記
述
に
関
し
て
は
『
元
亨
釈
書
』
巻
一
三
の
該
当
箇
所
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に
な
い
。）

9
（

こ
れ
に
対
し
て
、
江
戸
期
の
『
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
一
二
に
は
、「
文
応
改
元
、
中
納
言
定
嗣
公
従
師
削
染
受
戒
。
名
曰
定
然
。

新
創
精
藍
請
師
為
開
山
之
祖
」）

10
（

と
あ
る
こ
と
か
ら
後
世
の
付
加
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二
箇
所
目
の
新
禅
院
・
聖
守
（
一
二
一
九
―
九
一
）
は
、「
石
清
水
検
校
行
清
、
新
建
法
園
寺
、
延
守
為
開
山
祖
」（
巻
六
〇
・789b

）
と
あ

る
。
出
典
に
「
招
堤
千
歳
伝
記
」
巻
中
之
二
と
「
圓
照
上
人
行
状
」
を
上
げ
る
が
、
こ
れ
は
「
招
堤
千
歳
伝
記
」
巻
中
之
二
、「
時
有
石
清

水
検
校
准
増
正
行
清
公
、
新
建
法
園
寺
、
召
師
為
開
山
第
一
祖
」）

11
（

を
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
三
箇
所
目
の
極
楽
寺
・
忍
性
（
一
二
一
七
―
一
三
〇
三
）
に
は
以
下
の
様
に
あ
る
。

武
州
刺
史
平
長
時
、
修
営
極
楽
寺
、
請
為
開
山
祖
。（
巻
六
一
・790b

）

忍
性
に
関
し
て
も
「
性
公
大
徳
譜
」
始
め
七
本
の
出
典
を
示
す
が
、
叡
尊
同
様
『
元
亨
釈
書
』
巻
一
三
の
該
当
箇
所
に
は
、「
弘
長
之

始
入
相
陽
止
清
凉
寺
。
元
副
帥
時
頼
、
郷
道
誉
、
創
光
泉
寺
而
居
。
武
州
刺
史
平
長
時
、
欽
性
律
行
、
新
極
楽
寺
、
延
之
。
性
移
焉
熾
唱

開
遮
」、
と
あ
り
開
山
祖
の
記
述
は
確
認
で
き
な
い
。）

12
（

こ
れ
に
対
し
て
、『
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
一
三
に
は
、「
弘
長
元
年
入
相
陽
。
副
元
帥
平
時
頼
公
、
剏
寺
曰
光
泉
。
欽
師
道
徳
、
延
之
開
山
。

日
講
宗
教
、
衲
子
輻
輳
。
文
永
二
年
行
具
支
灌
頂
。
武
州
長
時
平
公
檀
越
、
請
開
山
極
楽
律
寺
、
師
掲
開
甘
露
門
」）

13
（

と
あ
る
の
で
、
こ
れ

を
引
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
箇
所
目
の
覚
園
寺
・
智
海
（
鎌
倉
後
期
）
に
は
、「
副
元
帥
平
貞
時
、
開
鷲
峰
山
覚
園
律
寺
、
延
為
開
山
」（
巻
六
一
・796a

）
と
あ
る
が
、

こ
の
出
典
も
以
下
の
『
律
苑
僧
宝
伝
』
第
一
四
で
あ
る
。

永
仁
四
年
、
大
檀
越
平
貞
時
公
、
創
鷲
嶺
山
覚
園
寺
。
延
師
為
開
山
之
初
祖
。）

14
（

五
箇
所
目
の
聖
皐
（
一
三
二
四
―
一
四
〇
二
）
に
は
、「
皐
嘗
択
地
、
建
龍
華
雲
龍
二
律
院
、
為
開
山
祖
」（
巻
六
二
・804b

）
と
あ
る
が
、
こ

れ
も
以
下
の
「
律
苑
僧
宝
伝
」
巻
一
四
が
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。

嘗
択
地
、
創
建
律
院
、
曰
龍
華
曰
雲
龍
。
遂
為
両
院
開
山
始
祖
。）

15
（
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六
箇
所
目
の
戒
壇
院
．
円
照
（
?
―
一
二
八
一
）
の
記
述
は
、「
住
洛
北
増
福
寺
、
四
衆
影
附
、
此
寺
開
山
寂
心
」（
巻
六
二
・798b

）
、
七
箇

所
目
の
野
中
寺
・
慧
猛
（
江
戸
期
）
の
記
述
は
、「
指
一
丘
曰
、
此
所
有
開
山
霊
骨
也
」（
巻
六
三
・811b

）
で
あ
る
。

こ
の
円
照
・
慧
猛
の
二
人
に
関
し
て
は
、
夫
々
を
「
開
山
」
と
尊
称
す
る
例
で
は
な
い
が
、
開
山
の
事
例
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
の

事
例
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
遠
遊
」
の
一
箇
所
、
補
陀
落
寺
・
慧
萼
（
平
安
初
期
）
に
は
以
下
の
様
に
あ
る
。

迄
今
南
海
人
民
、
相
伝
以
萼
、
為
開
山
始
祖
焉
。（
巻
六
七
・846a

）

こ
れ
は
『
元
亨
釈
書
』
巻
一
六
に
、「
結
廬
海
嶠
、
以
奉
像
漸
成
宝
坊
。
号
補
陀
落
山
寺
。
今
為
禅
刹
之
名
藍
。
以
萼
為
開
山
祖
云
。」）

16
（

と
あ
る
の
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
慧
萼
が
義
空
（
平
安
初
期
）
を
招
聘
し
た
禅
僧
で
あ
り
、
補
陀
落
寺
を
禅
刹
と
位
置
付
け

て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
栄
西
の
事
例
と
同
じ
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、「
浄
禅
」
は
義
空
よ
り
沢
庵
宗
彭
ま
で
録
す
が
、
こ
こ
で
は
該
当
箇
所
多
数
に
つ
き
、
敢
え
て
触
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
『
本
朝
高
僧
伝
』
の
開
山
に
関
す
る
記
述
は
圧
倒
的
に
禅
僧
で
あ
り
、
他
の
事
例
も
後
世
の
付
加
と
お
も
わ
れ
る
も
の
が

多
数
を
占
め
る
。
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
も
、「
開
山
」
の
呼
称
・
尊
称
は
、
早
い
段
階
で
は
禅
宗
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
見
て
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。

三
、
御
影
堂
と
開
山
堂

次
に
、
開
山
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
「
開
山
堂
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
初
期
の
段
階
で
、
祖
師
に
関
す
る
顕
彰
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
伝
来
当
初
の
飛

鳥
の
諸
寺
院
は
、
開
創
当
時
の
僧
侶
が
不
明
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
唐
招
提
寺
の
鑑
真
が
有
名
で
あ
り
、
当
寺
に
は
御
影
堂
に

尊
像
を
お
祀
り
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
開
山
堂
と
同
様
の
堂
宇
に
、
影
堂
・
御
影
堂
・
僧
正
堂
・
祖
堂
・
祖
師
堂
・
大
師
堂
な
ど
が
あ
る
。
現
在
、
混
在
す
る
形

で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
堂
宇
で
あ
っ
て
も
資
料
及
び
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
太
子
信
仰
や
最
澄
・
空
海
に
対
す
る
信
仰
は
当
然
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
何
度
も
の
べ
る
よ

う
に
個
別
の
寺
院
の
「
開
山
」
顕
彰
で
あ
る
。

東
大
寺
関
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
山
本
栄
吾
「
東
大
寺
開
山
堂
管
見
」）

17
（

に
よ
る
と
、
東
大
寺
の
江
戸
初
期
の
絵
図
で
は
「
御
影
堂
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
「
開
山
堂
」
の
呼
称
は
、
何
時
付
け
ら
れ
た
の
か
、
江
戸
期
の
改
築
に
伴
う
名
称
変
更
か
明
治
以
降
か
判
然
と

し
な
い
。

「
泉
涌
寺
・
俊
芿
律
師
遺
文
・
三
、
泉
涌
寺
殿
堂
房
寮
色
目
」）

18
（

に
は
、「
祖
師
堂
」
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
天
台
九
代
の
祖
師
と
南
山
九
代

の
律
祖
を
祀
る
。
開
山
堂
が
こ
の
時
点
で
存
在
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
祖
師
信
仰
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
確
認
で
き
る
。

先
に
『
伝
燈
録
』
に
は
、「
影
堂
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
開
山
堂
の
用
例
は
確
認
で
き
な
い
。
さ
ら
に
「
五
山
十
刹
図
」）

19
（

に
お

い
て
は
、
⑨
天
童
山
景
徳
寺
伽
藍
配
置
・
⑩
北
山
霊
隠
寺
伽
藍
配
置
に
は
、
開
山
堂
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
⑩
北
山
霊
隠
寺
伽
藍

配
置
の
方
丈
の
左
手
に
「
第
二
代
・
開
山
・
慧
可
・
達
磨
・
百
丈
・
第
一
代
」
そ
し
て
「
祖
師
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
「
祖
師
堂
」

で
あ
ろ
う
か
。

時
代
は
下
る
が
、
⑩
霊
隠
寺
伽
藍
図
（
光
緒
一
四
年
刊
））

19
（

に
「
塔
院
」
と
あ
る
が
、
開
山
堂
は
確
認
で
き
な
い
。

永
平
寺
に
お
い
て
も
「
開
山
堂
」
と
呼
称
し
た
わ
け
で
は
な
い
。『
建
撕
記
』
に
は
、「
塔
于
本
山
西
之
隅
。
今
之
承
陽
庵
是
也
」）

20
（

と
あ

る
。
当
初
は
「
塔
」
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
永
平
寺
史
』
に
よ
る
と
大
智
、
器
之
為
璠
が
「
永
平
塔
（
承
陽
塔
）」
に
参
拝
し
た

記
録
を
述
べ
る）

21
（

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
塔
」
で
あ
り
現
在
の
「
承
陽
殿
」
の
よ
う
な
堂
宇
で
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
。
建
撕
の
頃

に
は
、
堂
宇
が
建
立
さ
れ
「
承
陽
庵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
般
的
な
「
開
山
堂
」
の
呼
称
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、『
瑩
山
清
規
』「
月
中
行
事
」
二
十
八
日
の
項
に
は
、「
廿
八
日　

八
月
廿
八
日　

永
平
忌
也
。
必
毎
月
就
塔
頭
諷
經
。
如
永
平
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門
下
者
。
祖
師
堂
必
入
永
平
牌
」
と
あ
り
、「
祖
師
堂
」
と
明
記
さ
れ
る
。

現
在
は
、「
開
山
堂
」
の
呼
称
が
一
般
的
で
あ
る
。
多
く
の
禅
宗
寺
院
に
も
開
山
堂
が
あ
り
（
位
牌
堂
と
兼
用
の
場
合
が
多
い
が
）
、
各
宗
に

お
い
て
も
、
開
創
の
祖
師
を
祀
る
堂
宇
を
「
開
山
堂
」
と
表
記
す
る
事
例
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
呼
称
も
初
期
の
段
階
で
は
、
使

用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
開
山
堂
と
い
う
名
称
の
使
用
が
何
時
か
ら
か
、
建
築
史
の
立
場
か
ら
も
今
後
の
課
題
で
あ

ろ
う
。四

、
鎌
倉
初
期
の
山
号
及
び
開
山

次
に
、
禅
宗
伝
来
当
初
、
鎌
倉
初
期
の
山
号
及
び
開
山
の
尊
称
に
つ
い
て
確
認
し
て
見
た
い
。

先
ず
曹
洞
宗
で
は
、
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
の
山
号
に
対
す
る
意
識
が
『
永
平
広
録
』
巻
六
に
見
ら
れ
る
。

『
永
平
広
録
』
第
六 

四
四
三
上
堂
に
は
、
以
下
の
様
に
あ
る
。

上
堂
。
雖
縦
鉄
眼
銅
睛
、
猶
是
作
喞
𠺕
漢
、
参
徹
飯
籮
・
水
桶
、
当
頭
少
分
可
陳
。
記
得
、
百
丈
因
僧
問
、
如
何
是
奇
特
事
。
百
丈
云
、

独
坐
大
雄
峰
。
永
平
或
有
人
問
如
何
是
奇
特
事
、
祗
向
他
道
、
上
堂
吉
祥
山
。）

22
（

こ
こ
に
は
、「
百
丈
は
独
坐
大
雄
峰
、
私
は
吉
祥
山
に
上
堂
す
」
と
、
具
体
的
な
寺
院
名
で
は
な
く
「
吉
祥
山
」
と
い
う
山
号
を
強
く
表

明
し
て
い
る
。
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
無
い
が
、
永
平
寺
を
開
い
た
時
点
で
山
号
を
「
吉
祥
山
」
と
定
め
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
瑩
山
禅
師
は
、『
観
音
堂
縁
起
』
に
お
い
て
「
諸
丘
山
総
持
寺
中
興
沙
門
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
定
賢
律
師
か
ら
寺
院
の
寄

進
を
受
け
た
と
き
、
そ
れ
以
前
の
「
諸
岡
寺
」
を
山
号
の
「
諸
嶽
山
」
と
改
め
、
寺
院
名
を
「
總
持
寺
」
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、

創
建
当
時
か
ら
「
山
号
」
を
意
識
し
て
付
し
て
い
る
。

さ
ら
に
道
元
禅
師
に
お
け
る
「
開
山
」
の
用
例
は
、
弟
子
の
懐
奘
禅
師
（
一
一
九
八
―
一
二
八
〇
）
が
記
し
た
『
随
聞
記
』
巻
一
に
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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示
シ
テ
云
ク
、
伝
ヘ
聞
ク
昔
目
雪
峰
山
ノ
開
山
ノ
時
ハ
、
寺
貧
窮
ニ
シ
テ
或
ハ
絶
烟
シ
、
或
ハ
綠
豆
飯
ヲ
ム
シ
テ
食
シ
テ
日
ヲ
送
テ
學

道
セ
シ
カ
ド
モ
、
後
ニ
ハ
一
千
五
百
人
ノ
僧
常
ニ
斷
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
。）

23
（

こ
れ
は
、
雪
峰
義
存
の
修
行
姿
勢
を
説
明
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、
雪
峰
を
「
雪
峰
山
を
開
い
た
禅
者
」「
雪
峰
山
の
開
山
」
と
捉
え
て
い

た
上
で
の
説
示
で
あ
る
。

『
宝
慶
記
』
書
写
の
義
雲
（
一
二
五
三
―
一
三
三
三
）
の
奧
書
に
は
次
の
様
に
あ
る
。

正
安
元
年
〈
己
亥
〉
十
一
月
廿
三
日
〈
冬
至
明
日
〉。〈
於
越
州
大
野
宝
慶
寺
初
拝
見
。
開
山
存
日
、
雖
許
之
、
于
今
延
遅
。
今
正
是
時

也
。
而
今
得
聖
王
髻
中
之
明
珠
。
大
幸
之
中
大
幸
也
。
懽
喜
千
万
、
感
涙
湿
襟
而
已
。〉）

24
（

こ
れ
は
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
時
点
で
の
義
雲
の
記
述
で
あ
る
の
で
、
道
元
在
世
か
ら
の
認
識
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、「
開
山
」

の
尊
称
を
伝
統
的
に
用
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

同
じ
よ
う
な
例
と
し
て
は
、『
道
元
禅
師
真
蹟
集
』、『
眼
蔵
』「
嗣
書
」
の
奧
書
に
「
吉
峯
古
寺
草
庵
」、『
対
大
己
五
夏
闍
梨
法
』
奧
書

に
「
越
宇
吉
峯
精
舎
示
衆
」、
そ
し
て
『
真
蹟
集
』
で
は
な
い
が
『
正
法
眼
蔵
』「
法
華
転
法
華
」
奧
書
に
は
、「
開
山
觀
音
導
利
興
聖
寳
林

寺　

入
宋
傳
法
沙
門
道
元
記
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
奧
書
は
、
後
世
の
付
加
の
可
能
性
も
有
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
広
く
吉

峯
・
開
山
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
、「
開
山
」
の
語
は
、
永
平
寺
を
開
い
た
道
元
禅
師
の
尊
称
と
し
て
瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四
―
一
三
二
五
）『
伝
光
録
』
の
中
に
見

る
こ
と
が
出
来
る
。

①
第
十
四
章
、
龍
樹
尊
者

殊
に
此
一
門
の
中
、
永
平
開
山
獨
住
を
誡
め
ら
る
。
是
れ
人
を
邪
路
に
趣
か
せ
じ
と
な
り
。

②
第
四
十
章
、
同
安
丕
禅
師

謂
ゆ
る
永
平
開
山
曰
く
、
我
と
ひ
ふ
は
誰
そ
。
誰
そ
と
い
ふ
は
我
な
る
故
に
。
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③
第
五
十
二
章
、
永
平
奘
和
尚

故
に
永
平
開
山
曰
く
、
人
、
道
を
求
る
こ
と
、
世
に
た
か
き
色
に
逢
は
ん
と
思
ひ
、
剛
き
敵
を
伐
た
ん
と
思
ひ
、
堅
城
を
破
ら
ん
と
思

ふ
が
如
く
な
る
べ
し
。

④
第
五
十
二
章
、
永
平
奘
和
尚

同
寺
に
於
て
我
が
為
に
別
に
仏
事
を
修
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
先
師
忌
八
箇
日
の
仏
事
の
一
日
の
回
向
に
預
ら
ん
と
願
ひ
、
果
し
て
同

月
二
十
四
日
に
終
焉
あ
り
て
、
平
生
の
願
楽
の
如
く
開
山
忌
一
日
を
占
む
。
志
気
の
切
な
る
こ
と
顕
は
る
。
然
の
み
な
ら
ず
義
を
重
く

し
法
を
守
る
こ
と
、
一
毫
髪
も
開
山
の
会
裏
に
違
は
ず
。
故
に
開
山
一
会
の
賢
愚
老
少
、
悉
く
一
帰
す
。
今
諸
方
に
永
平
門
下
と
称
す

る
皆
是
れ
師
の
門
葉
な
り
。
是
の
如
く
法
火
熾
然
と
し
て
遠
く
顕
は
る
る
が
故
に
、
越
州
大
野
郡
に
或
人
夢
み
ら
く
、
北
山
に
当
り
て

大
火
高
く
燃
ゆ
。
人
あ
り
て
問
て
曰
く
、
是
れ
如
何
な
る
火
な
れ
ば
、
是
の
如
く
燃
る
ぞ
と
。
答
て
曰
く
、
仏
法
上
人
の
法
火
な
り
と
。

夢
覚
て
人
に
尋
ぬ
る
に
、
仏
法
上
人
と
い
ひ
し
人
、
う
さ
か
の
北
の
山
に
住
し
て
、
世
を
去
て
年
遥
か
な
り
。
其
門
弟
、
今
彼
の
山
に

住
す
と
聞
て
不
思
議
の
思
を
為
し
、
わ
ざ
と
夢
を
記
し
て
恣
参
し
き
。
実
に
開
山
の
法
道
を
伝
持
し
て
永
平
に
弘
通
す
る
こ
と
、
開
山

の
来
記
に
違
は
ざ
る
故
に
、
児
孫
今
に
及
び
て
宗
風
未
だ
断
絶
せ
ず
。
之
に
依
て
当
寺
老
和
尚
价
公
、
ま
の
あ
た
り
彼
嫡
子
と
し
て
法

幢
を
此
処
に
建
て
宗
風
を
当
林
に
揚
ぐ
。
因
て
雲
兄
水
弟
、
飢
寒
を
忍
び
古
風
を
学
で
、
万
難
を
顧
り
み
ず
昼
夜
参
徹
す
。
是
れ
然
し

な
が
ら
師
の
徳
風
の
こ
り
、
霊
骨
暖
か
な
る
故
な
り
。

以
上
の
様
に
、「
永
平
開
山
」
と
い
う
尊
称
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
懐
奘
禅
師
と
道
元
禅
師
の
「
開
山
忌
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後

に
触
れ
た
い
と
思
う
。

ま
た
、
も
う
一
箇
所
、
道
元
禅
師
で
は
な
い
が
、
第
四
十
七
章
、
悟
空
禅
師
の
項
に
以
下
の
様
に
あ
る
。

温
州
の
龍
翔
と
杭
の
径
山
と
に
徙
る
。
慈
寧
皇
太
后
、
命
じ
て
皐
寧
崇
先
に
開
山
た
ら
し
む
。

こ
う
し
た
「
開
山
」
と
い
う
尊
称
は
、
示
寂
直
後
の
記
録
と
し
て
『
喪
記
集
』
に
も
確
認
で
き
る
。
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「
徹
通
義
介
禅
師
喪
記
」
に
は
、「
新
圓
寂
當
寺
開
山
和
尚
」）

25
（

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
義
介
（
一
二
一
九
―
一
三
〇
九
）
が
大
乗
寺
の
開
山

だ
か
ら
で
あ
る
。

明
峰
素
哲
（
一
二
七
七
―
一
三
五
〇
）
の
記
し
た
「
瑩
山
紹
瑾
禅
師
喪
記
」
に
は
、「
當
寺
開
山
大
和
尚
大
禅
師
尊
霊
」）

26
（

と
あ
る
。
こ
れ
も

瑩
山
禅
師
が
永
光
寺
の
開
山
だ
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
『
喪
記
集
』
の
中
で
も
「
明
峰
素
哲
禅
寺
喪
記
」
に
は
、「
新
般
涅
槃
當
寺
三
世
中
興
明
峰
老
禅
師
大
和
尚
」）

27
（

と
あ
る
の
は
、
明

峰
が
大
乗
寺
三
世
だ
か
ら
で
あ
り
、
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
―
一
三
九
一
）
の
記
し
た
「
峨
山
韶
碩
禅
師
喪
記
」
に
、「
新
般
涅
槃
当
寺
第
二

世
前
住
大
和
尚
」）

28
（

と
あ
る
の
は
、
峨
山
が
總
持
寺
二
世
な
の
で
、「
前
住
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
開
山
」
を
、
第
一
世
・
開
創
者
と
し
て
の
尊
称
と
し
初
期
の
段
階
か
ら
用
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、『
蘭
渓
道
隆
語
録
』
に
お
い
て
も
、「
巨
福
・
巨
福
山
」
の
呼
称
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
禅
者
に
と
っ
て
は
、
寺
院
に

「
山
号
」
が
あ
り
、
そ
の
初
祖
を
「
開
山
」
と
尊
称
す
る
の
は
、
極
め
て
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
、
開
山
忌
の
儀
礼
と
位
置
付
け

す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
開
山
忌
を
伝
え
た
の
は
、
禅
宗
と
さ
れ
る
。
で
は
、
儀
礼
と
し
て
の
開
山
忌
は
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
、
ど

の
様
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
在
ろ
う
か
。
清
規
史
料
に
お
け
る
開
山
忌
の
記
述
を
確
認
し
て
み
た
い
。

開
山
忌
の
初
出
は
、『
備
用
清
規
』（
元
至
大
四
年
（
一
三
一
一
））
で
あ
る
。
ま
ず
、『
備
用
清
規
』
の
関
連
項
目
を
上
げ
て
見
た
い
。

　
『
備
用
清
規
』
巻
一）

29
（

天　

聖
節
陞
座
諷
經
・
地　

旦
望
祝
聖
陞
座
・
玄　

藏
殿
祝
讚
諷
經
・
黄　

朝
廷
祈
禱

宇　

如
来
降
誕
・
宙　

成
道
涅
槃
・ 

洪　

達
磨
忌
・
荒　

百
丈
忌
・
日　

開
山
忌

月　

諸
祖
忌
・
盈　

嗣
法
忌
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こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
降
誕
・
成
道
・
涅
槃
、
そ
し
て
達
磨
忌
・
百
丈
忌
・
開
山
忌
・
諸
祖
忌
・
嗣
法
忌
と
列
記
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

重
要
性
の
順
番
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
、
後
世
の
清
規
に
も
継
承
さ
れ
る
。

さ
て
、『
備
用
清
規
』
巻
一
「
開
山
祖
忌
」
の
冒
頭
に
は
、
以
下
の
様
に
記
さ
れ
る
。

当
遵
旧
典
、
不
忘
厥
祖
、
可
力
行
之
。
若
檀
越
建
寺
、
就
請
開
山
。
例
當
修
忌
。
或
立
事
巧
於
山
門
者
勿
拘
也
。
須
当
於
法
堂
中
間
鋪

設
。
集
衆
諷
経
、
出
班
、
展
拝
、
与
達
磨
忌
同
礼
。）

30
（

こ
こ
で
は
、「
当
に
旧
典
に
遵
い
、
厥
の
祖
を
忘
れ
ず
、
力つ
と

め
て
之
を
行
ず
べ
し
。
若
し
檀
越
、
寺
を
建
つ
れ
ば
、
開
山
を
請
す
。
例さ
だ

め

て
当
に
忌
を
修
す
べ
し
。
或
い
は
事
を
立
つ
る
に
巧
に
し
て
、
山
門
に
お
い
て
拘
め
る
こ
と
な
か
れ
。
須
く
法
堂
の
中
間
に
当
た
り
、
鋪

設
す
べ
し
。
衆
を
集
め
、
諷
経
、
出
班
焼
香
、
展
拝
は
、
達
磨
忌
と
礼
は
同
じ
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
詳
し
い
法
要
の
内
容
・
次
第
に
関
し
て
は
割
愛
す
る
が
、
そ
の
内
容
は
達
磨
忌
と
同
様
で
あ
る
と
定
め
る
意
味
を
考
え
て
置

き
た
い
。

達
磨
の
存
在
は
、
中
国
に
始
め
て
禅
を
伝
え
た
東
土
初
祖
と
し
て
、
禅
宗
成
立
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
禅
者
と
言
え
よ
う
。
禅
宗
の
成

立
を
灯
史
の
誕
生
と
そ
の
変
遷
と
見
る
な
ら
ば
、
初
祖
達
磨
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
宗
が
一
宗
と
し
て
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
達
磨
大
師
と
開
山
を
同
レ
ベ
ル
で
顕
彰
、
供
養
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
備
用
清
規
』
成
立
と
同
時
期
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
来
朝
し
た
清
拙
正
澄
（
一
二
七
四
―
一
三
三
九
）
の
著
し
た
『
大
鑑
清
規
』
に

は
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
「
二
祖
忌
」
と
し
、
十
月
初
五
日
初
祖
忌
と
開
山
忌
を
一
連
の
法
要
と
し
て
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
開
山
忌
」

の
項
目
は
、

開
山
忌
、
儀
同
達
磨
忌
。
唯
不
宣
疏
。）

31
（

と
あ
り
、
法
要
自
体
は
「
達
磨
忌
」
に
準
じ
て
行
い
、
そ
の
違
い
は
宣
疏
を
行
わ
な
い
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

他
の
清
規
の
例
と
し
て
は
項
目
を
上
げ
る
だ
け
に
留
め
る
が
、『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
は
、



― 253 ―

開 山 忌 考

　
　

報
本
章
第
三

佛
降
誕　

佛
成
道
涅
槃　

帝
師
涅
槃

　
　

尊
祖
章
第
四

達
磨
忌　

百
丈
忌　

開
山
歴
代
祖
忌　

嗣
法
師
忌）

32
（

と
あ
り
、『
備
用
清
規
』
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
禅
宗
清
規
の
影
響
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
、『
教
苑
清
規
』・『
律
苑
事
規
』
に
も
こ
う
し
た
開
山
の
位
置
づ
け
が
継
承
さ
れ
て

い
る
。

『
教
苑
清
規
』　

巻
上
「
報
本
門
第
三
」

如
来
誕
生　

如
来
成
道　

如
来
涅
槃　

嗣
忌　

智
者
大
師
忌　

諸
祖
忌　

開
山
歴
代
祖
忌　

嗣
法
師
忌）

33
（

『
律
苑
事
規
』　

巻
五

如
来
降
誕　

如
来
成
道
涅
槃　

盂
蘭
盆
供
養　

南
山
霊
芝
祖
忌　

開
山
祖
忌　

諸
祖
忌　

嗣
法
師
忌）

34
（

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
開
山
忌
が
元
代
に
お
い
て
は
一
般
化
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
清
拙
の
示
し
た
開
山
忌
を
達
磨
忌
と
合
わ
せ
て
二
祖
忌
と
す
る
位
置
づ
け
は
、
後
の
清
規
に
も
見
ら
れ
る
。『
叢
林
拾
遺
』（
東
漸

和
尚
略
清
規
）
に
は
「
二
祖
遠
忌
〈
達
磨
諱
・
開
山
忌
〉」
と
立
項
さ
れ
る
。）

35
（

そ
し
て
無
著
道
忠
『
禅
林
象
器
箋
』
第
一
六
類
「
報
禱
門
」・「
二
祖
忌
三
仏
忌
」
に
は
、

二
祖
者
、
達
磨
及
某
寺
ノ
開
山
也
。
或
云
、
達
磨
百
丈
二
忌
也
。）

36
（

と
あ
る
。
二
祖
と
し
て
開
山
を
達
磨
に
準
じ
て
供
養
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
清
規
の
記
述
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、「
開

山
忌
」
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
面
山
『
僧
堂
清
規
考
訂
別
録
』
巻
八
「
二
祖
三
仏
」）

37
（

で
は
、
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三
仏
ハ
、
誕
生
仏
ト
、
涅
槃
仏
ト
、
成
道
仏
。
コ
レ
ハ
支
那
・
日
本
古
今
同
ジ
。

二
祖
ト
云
ハ
、
支
那
ノ
禅
林
ノ
祖
堂
ニ
、
白
雲
端
和
尚
ヨ
リ
以
前
ハ
、
某
寺
ノ
開
山
ヲ
正
面
ニ
シ
テ
、
二
代
三
代
ヲ
両
陪
シ
テ
、
達
磨

大
師
モ
像
設
ナ
カ
リ
キ
。
端
和
尚
、『
祖
堂
綱
紀
序
』
作
テ
云
ク
、「
吾
道
盛
於
此
土
、
初
祖
菩
提
達
磨
之
綱
焉
。
剏
立
禅
林
之
制
、
百

丈
大
智
之
紀
焉
。〈
乃
至
〉
吾
欲
天
下
祖
堂
中
、
以
達
磨
・
大
智
、
正
其
位
以
開
山
伝
次
者
陪
之
。
貴
来
者
尊
其
始
、
而
帰
其
天
、
豈
不

然
乎
」）

38
（

ト
テ
、
ソ
レ
ヨ
リ
達
磨
・
百
丈
ヲ
二
祖
ト
称
ス
ル
事
、
支
那
ニ
始
マ
レ
リ
。
コ
ノ
事
『
白
雲
録
』
ニ
出
テ
、『
林
間
録
』
等
、
亦

ハ
『
勅
規
』
ノ
中
ニ
モ
見
ヘ
タ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
日
本
ニ
テ
モ
、
済
家
ニ
ハ
百
丈
ノ
牌
ヲ
安
ズ
。

シ
カ
レ
ド
モ
、
達
磨
忌
ト
同
前
ノ
法
事
ハ
修
セ
ズ
。
タ
ダ
開
山
忌
ヲ
重
ク
修
シ
テ
、
達
磨
ト
開
山
ヲ
二
祖
ト
称
ス
ル
コ
ト
、『
漸
規
』
ニ

見
ヘ
タ
リ
。
コ
レ
支
那
・
日
本
ノ
差
ナ
リ
。

洞
下
ハ
、
タ
ト
ヒ
百
丈
ト
テ
モ
、
法
系
相
続
ノ
祖
師
ニ
ア
ラ
ネ
バ
、
祖
ト
称
シ
難
シ
。
ユ
ヘ
ニ
二
祖
忌
ト
称
ス
ル
ハ
、
達
磨
忌
ト
永
平

忌
ナ
リ
。
達
磨
ハ
支
那
ノ
初
祖
ナ
レ
バ
、
支
那
ニ
功
重
シ
。
永
平
ハ
日
本
ノ
祖
師
ナ
レ
バ
、
日
本
ニ
功
重
シ
。
シ
カ
レ
バ
日
本
ニ
テ
ハ
、

達
磨
忌
ヨ
リ
モ
、
永
平
忌
ヲ
重
ク
ス
ベ
シ
。

面
山
は
、
曹
洞
宗
の
立
場
か
ら
、
百
丈
忌
を
否
定
し
、
二
祖
忌
と
言
え
ば
達
磨
忌
と
永
平
忌
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

禅
宗
が
開
山
忌
を
重
視
す
る
姿
勢
に
変
わ
り
は
無
い
。

六
、
開
山
忌
の
嚆
矢

さ
て
、
本
題
と
も
言
う
べ
き
日
本
に
お
け
る
「
開
山
忌
」
初
会
の
問
題
を
述
べ
て
み
た
い
。「
開
山
忌
」
を
最
初
に
行
っ
た
の
は
蘭
渓
道

隆
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
『
元
亨
釈
書
』
巻
六
「
蘭
渓
道
隆
章
」
の
以
下
の
記
述
に
基
づ
く
。

居
十
三
年
、
遷
平
安
城
之
建
仁
。
都
下
緇
素
欽
挹
禅
化
。
逢
開
山
千
光
忌
、
上
堂
曰
、）

39
（

こ
の
日
の
建
仁
寺
で
の
上
堂
は
、『
大
覚
禅
師
語
録
』「
山
城
州
北
京
東
山
建
寧
禅
寺
語
録
」）

40
（

（229

）
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
七
月
五
日



― 255 ―

開 山 忌 考

の
記
録
に
も
あ
る
。

し
か
し
、
先
に
記
し
た
『
伝
光
録
』
第
五
十
二
章
懐
奘
章
に
は
、

同
寺
（
永
平
寺
）
に
於
て
我
が
為
に
別
に
仏
事
を
修
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
先
師
忌
八
箇
日
の
仏
事
の
一
日
の
回
向
に
預
ら
ん
と
願
ひ
、

果
し
て
同
月
二
十
四
日
に
終
焉
あ
り
て
、
平
生
の
願
楽
の
如
く
開
山
忌
一
日
を
占
む
。
志
気
の
切
な
る
こ
と
顕
は
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
懐
奘
禅
師
が
わ
ざ
わ
ざ
自
身
の
為
の
仏
事
（
供
養
）
を
厭
い
、
道
元
禅
師
示
寂
に
近
い
日
を
自
身
の
命
日
に
と
願
っ
た
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
八
月
二
十
四
日
に
遷
化
し
、「
開
山
忌
の
一
日
を
占
め
た
」
と
さ
れ
る
。

瑩
山
禅
師
は
、
懐
奘
禅
師
の
末
後
の
小
師
と
な
っ
た
方
で
あ
り
、
師
の
言
葉
を
親
し
く
聞
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
開
山
忌
を
最
初
に
行

っ
た
の
は
、
道
元
禅
師
の
亡
く
な
っ
た
翌
年
、
一
二
六
四
年
、
懐
奘
禅
師
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

無
論
、
瑩
山
禅
師
の
記
述
で
あ
り
、『
伝
光
録
』
が
説
示
さ
れ
た
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
の
時
点
で
の
記
録
で
あ
る
。
懐
奘
禅
師
の
頃

は
、「
開
山
忌
」
で
は
な
く
、
先
師
忌
・
祖
師
忌
、
ま
た
は
永
平
忌
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
最
初

期
よ
り
「
開
山
」
の
尊
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、「
開
山
忌
」
と
呼
称
し
た
可
能
性
も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
開
山
禅
師
」
の
供
養
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

因
み
に
『
瑩
山
清
規
』
に
は
、「
開
山
忌
」
は
な
い
。
こ
れ
は
、「
洞
谷
山
開
山
」
が
、
瑩
山
禅
師
な
の
で
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、「
月
中
行
事
」
に
は
、「
廿
八
日　

八
月
廿
八
日　

永
平
忌
也
。
必
毎
月
就
塔
頭
諷
経
。
如
永
平
門
下
者
、
祖
師
堂
必
入
永
平
牌
。

必
毎
廿
八
日
諷
経
。
如
達
磨
忌
。
年
忌
。
如
法
供
養
。〈
上
堂
挙
似
〉」
と
あ
り
、「
年
中
行
事
」
に
も
、「
八
月
廿
八
日　

永
平
忌
也
。
祖

師
堂
弁
供
具
、
如
達
磨
忌
。
伝
供
焼
香
礼
拝
、
主
人
跪
炉
。
維
那
宣
疏
云
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
瑩
山
禅
師
が
如
何
に
永
平
忌
を
重
視
し
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
が
伝
統
的
で
あ
っ
た
か
が
想
像
さ
れ
る
。

ま
た
『
瑩
山
清
規
』
に
は
、「
達
磨
忌
・
天
童
忌
・
永
平
二
代
忌
（
懐
奘
禅
師
）
・
先
師
大
乗
和
尚
忌
」
と
歴
代
の
祖
師
忌
も
行
っ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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ま
た
『
建
撕
記
』
に
は
、「
建
治
元
年
八
月
廿
八
日
、
先
師
開
山
大
和
尚
二
十
三
年
遠
忌
之
辰
当
、
為
報
恩
自
誓
願
文
立
、
講
経
之
次
、

示
衆
曰
」）

41
（

と
あ
る
。
建
撕
の
時
代
の
記
録
で
あ
り
、
懐
奘
禅
師
が
道
元
寂
後
二
十
二
年
後
に
遠
忌
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
で
は
あ
る
が
、

『
伝
光
録
』
の
記
述
と
も
合
わ
せ
て
、「
開
山
忌
」
が
早
い
段
階
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
事
を
想
定
さ
せ
る
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
踏
ま
え
、
懐
奘
禅
師
が
道
元
禅
師
の
供
養
、
日
本
で
最
初
に
「
開
山
忌
」
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

七
、
禅
宗
が
「
開
山
忌
」
を
重
視
す
る
意
味
と
は

禅
宗
の
法
要
・
儀
礼
を
他
宗
と
比
較
す
る
と
、
幾
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
禅
の
伝
統
や
思
想
が
大
き
く
反
映
さ

れ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
う
し
た
法
要
の
一
つ
が
今
回
取
り
上
げ
た
「
開
山
忌
」
で
あ
る
。「
開
山
忌
」
は
、
禅
宗
僧
侶
に
と
っ
て
馴
染
み
の
深
い
法
要

で
あ
る
。
そ
の
規
模
・
形
式
は
、
各
寺
院
で
異
な
る
。
法
類
及
び
関
係
寺
院
の
随
喜
を
得
、
檀
信
徒
の
参
列
す
る
法
要
の
場
合
や
、
そ
れ

ぞ
れ
の
寺
院
の
み
で
行
う
開
山
忌
も
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
朝
課
諷
経
の
読
経
の
み
の
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

御
開
山
の
供
養
は
必
ず
行
う
。

そ
れ
に
関
連
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
規
模
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
開
山
堂
の
存
す
る
寺
院
は
多
い
。
開
山
堂
は
無
く

と
も
、
本
堂
の
奥
や
、
位
牌
堂
の
正
面
に
、
開
山
及
び
歴
住
の
頂
相
ま
た
は
位
牌
を
祀
っ
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
御
開
山
の
名
は
、
朝
課
の

「
開
山
歴
住
諷
経
」
で
読
み
込
ま
れ
、
そ
の
名
を
知
ら
な
い
住
職
は
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
他
宗
の
諸
行
事
を
確
認
す
る
と
、「
開
山
忌
（
開
山
会
と
も
）」
は
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
よ
う
で
あ
る
。
無
論
、
開

祖
（
宗
祖
）
を
顕
彰
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
、
各
宗
派
に
お
い
て
大
規
模
な
法
会
と
し
て
勤
修
さ
れ
る
。

一
方
、「
開
山
」
は
禅
宗
特
有
の
用
語
で
で
あ
り
、
開
山
忌
は
禅
宗
の
伝
来
と
共
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
縷
々
述
べ
て
き
た
。
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こ
の
よ
う
に
各
寺
院
を
開
い
た
方
を
改
め
て
顕
彰
す
る
の
は
、
御
開
山
の
努
力
と
功
績
を
讃
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
寺
院
の
所
属
す
る
派
、

ま
た
住
職
自
身
の
法
系
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
中
国
禅
宗
」
が
成
立
す
る
段
階
で
、「
伝
法
・
法
系
」
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
師
か
ら
の

法
の
受
授
、
嗣
法
と
い
う
も
の
が
重
要
視
さ
れ
自
身
の
正
統
性
を
証
明
す
る
根
拠
と
な
っ
た
。
そ
の
教
え
の
系
統
に
よ
り
、
灯
史
が
編
纂

さ
れ
、
法
系
・
宗
・
門
派
等
が
生
じ
、
そ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
教
団
の
維
持
に
努
め
て
き
た
。
無
論
、
他
の
宗
派
に
お
い
て
分
派
が
見
ら

れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
他
宗
に
お
け
る
そ
れ
は
主
に
教
義
的
な
相
違
の
み
に
よ
る
分
派
で
あ
る
。
し
か
し
、
禅
宗
に
お
い
て
は

宗
風
の
違
い
と
同
時
に
、
そ
の
教
え
を
誰
か
ら
学
び
、
さ
ら
に
誰
か
ら
そ
の
法
を
嗣
い
だ
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。
因
み
に

「
嗣
法
」
と
い
う
言
葉
は
、
禅
宗
の
み
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
嗣
法
の
際
に
は
法
が
嫡
々
相
承
し
て
き
た
証
と
し
て
、
そ
の
系
統
を
記
す
、「
嗣
書
」
を
書
写
す
る
。
ま
た
、
授
戒
の
系
統
は

「
血
脈
」
と
い
う
形
で
在
家
の
授
戒
会
に
お
い
て
授
与
さ
れ
、
葬
儀
に
お
い
て
も
授
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
法
を
受
け
継
ぐ
こ
と
、「
伝
法
・
嗣
法
」
重
視
の
姿
勢
は
、
道
元
禅
師
が
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
を
著
し
、
瑩
山
禅
師
が

『
伝
光
録
』
に
お
い
て
歴
代
祖
師
の
嗣
法
の
姿
を
述
べ
た
こ
と
に
も
端
的
に
示
さ
れ
る
。
宗
門
で
は
、
一
師
印
証
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
師

か
ら
弟
子
へ
の
法
の
授
受
を
厳
格
に
定
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
法
を
伝
え
る
事
が
行
わ
れ
な
い
宗
派
や
、
何
人
も
の
師
に
参
ず
る
こ
と
を

良
し
と
す
る
宗
派
と
は
、
基
本
的
に
異
な
る
。

つ
ま
り
禅
宗
は
、
釈
尊
か
ら
一
直
線
に
自
身
に
至
る
法
の
繫
が
り
を
大
切
に
し
て
来
た
。
そ
れ
は
、
燈
史
の
成
立
と
深
く
関
係
し
、「
祖

燈
説
・
伝
燈
説
」
を
儀
礼
を
通
し
て
具
現
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
そ
れ
程
、
嗣
法
を
重
視
す
る
か
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他

宗
と
事
な
り
所
依
の
経
典
、
特
定
の
信
仰
対
象
（
仏
・
菩
薩
）
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
初
祖
達
磨
の
重
視
、
そ
し
て
開
山
重
視
、
開
山
忌
を
行
ず
る
こ
と
に
繫
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
域
の
中
心
寺

院
（
本
寺
）
の
開
山
忌
を
、
関
係
す
る
末
寺
が
集
ま
っ
て
行
う
の
は
、
組
織
の
維
持
、
自
身
の
拠
り
所
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
が
強
い
。
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ま
た
、
逆
に
十
方
住
持
制
も
影
響
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
法
系
に
関
係
な
く
寺
院
住
職
を
行
う
こ
と
は
、
派
・
法
系
を
越
え
る
こ
と
と
な

る
。
そ
の
よ
う
な
時
、
住
職
地
の
開
山
を
顕
彰
す
る
こ
と
は
、
住
職
と
し
て
の
責
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
以
来
の
慣
習
に
沿

っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
伝
統
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
蘭
渓
道
隆
は
開
山
忌
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
江
戸
期

の
宗
統
復
古
運
動
で
批
判
の
対
象
と
な
る
「
因
院
易
嗣
」
も
、
開
山
の
法
系
を
嗣
ぐ
と
い
う
考
え
方
、
開
山
重
視
の
現
れ
で
あ
る
。

開
山
忌
は
、
こ
う
し
た
禅
宗
独
自
の
嗣
法
観
、
歴
史
的
背
景
に
裏
打
ち
さ
れ
、
行
じ
ら
れ
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
開
山
忌
と
そ
れ
を
重
視
す
る
「
禅
宗
」
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
ま
ず
、
開
山
と
い
う
尊
称
及
び
山
号
は
、
禅
宗
独
自

の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
在
で
は
、
山
号
さ
ら
に
開
山
・
開
山
堂
と
い
う
呼
称
が
禅
宗
寺
院
以
外
に
お
い
て
も
一
般
的
で
あ
る
が
、
個
々
に
確
認
す
る
と
何
時

か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
不
明
の
事
例
が
多
い
。
多
く
の
場
合
、
江
戸
期
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
開
山
忌
を
最
初
に
行
っ
た
の
は
、
建
仁
寺
に
お
け
る
蘭
渓
道
隆
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
永
平
寺
に
お
い
て
懐

奘
禅
師
が
「
開
山
忌
」
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

蘭
渓
道
隆
が
建
仁
寺
で
行
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
一
方
、
虎
関
師
錬
が
道
元
禅
師
に
対
し
て
関
心
が
低
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
記

述
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
永
平
寺
で
の
懐
奘
禅
師
の
活
動
に
関
心
を
寄
せ
な
か
っ
た
の
は
、
仕
方
の
無
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
元
亨
釈
書
』
で
は
「
伝
智
」
に
分
類
さ
れ
る
栄
西
で
あ
る
が
、
天
台
僧
の
栄
西
を
日
本
禅
宗
初
祖
、
禅
院
建
仁
開
山

栄
西
へ
と
位
置
付
け
る
た
め
、
さ
ら
に
栄
西
伝
に
記
さ
れ
る
「
隆
于
巨
福
」）

42
（

の
意
を
補
完
す
る
た
め
、
蘭
渓
の
開
山
千
光
忌
上
堂
を
記
し

た
と
考
え
る
の
は
深
読
み
で
あ
ろ
う
か
。
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注（
１
）T50.399c

（
２
）
柳
田
聖
山
『
祖
堂
集
』
索
引
参
照

（
３
）『
真
宗
大
辞
典
』
巻
一
・p236

「
開
山
」
の
項
目
に
よ
る
と
「
真
宗
に
て
は
本
宗
を
開
創
し
た
る
親
鸞
聖
人
を
開
山
と
呼
び
て

他
の
人
を
開
山
と
は
云
は
な
い
。
故
に
寺
院
の
創
立
者
を
開
基
と
名
づ
け
て
之
に
区
別
す
る
。
而
し
て
聖
人
を
開
山
と
称
す
る

こ
と
は
蓮
如
上
人
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
出
典
未
詳
。

（
４
）『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
巻
十
・p197

参
照

（
5
）
納
冨
常
天
『
本
朝
高
僧
伝
総
索
引
』
宝
蔵
館
・
参
照 

（
6
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
一
・142b

（
7
）
同
右
一
〇
一
・189b

（
8
）
同
右
一
〇
四
・77a

（
9
）
同
右
一
〇
一
・297a

（
10
）
同
右
一
〇
五
・259b

（
11
）
同
右
一
〇
五
・354

（
12
）
同
右
一
〇
一
・298a

（
13
）
同
右
一
〇
五
・268b

（
14
）
同
右
一
〇
五
・280b

（
15
）
同
右
一
〇
五
・285a
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（
16
）
同
右
一
〇
一
・192b

（
17
）『
南
都
仏
教
』
第
10
号
（
一
九
六
一
年
）

（
18
）
石
田
充
之
篇
『
鎌
倉
仏
教
成
立
の
研
究
・
俊
芿
律
師
』
法
蔵
館
・p391

（
19
）『
禅
学
大
辞
典
』「
図
録
」p12

〜13

（
20
）
河
村
孝
道
『
諸
本
対
校
永
平
開
山
道
元
禅
師
行
状
建
撕
記
』
大
修
館
・p85

（
21
）『
永
平
寺
史
』
上
巻
・p413

・p416

（
22
）『
道
元
禅
師
全
集
』
巻
四
、
春
秋
社
・p30

（
23
）
同
右　

巻
七
・p55

（
24
）
同
右p50

（
25
）『
続
曹
全
』「
清
規
・
講
式
」・p6a

（
26
）
同
右
・p8a

（
27
）
同
右
・p10b

（
28
）
同
右
・p18a

（
29
）Z112.29a

（
30
）
同
右33d

（
31
）
拙
著
「
翻
刻
・
聴
松
院
蔵
『
大
鑑
清
規
』」「
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
五
号
・（
平
成
一
二
年
）
・p80‒81

（
32
）T48.1111b

（
33
）『
大
日
本
続
蔵
経
』
巻
五
七
・p299b

（
34
）
同
右
・
巻
六
〇
・p93a
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（
35
）
拙
稿
「
翻
刻
・
京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
蔵
『
叢
林
拾
遺
』（
東
漸
和
尚
略
清
規
）」「
鶴
見
大
学
紀
要
」
第
三
八
号
・
第
四
部
（
平

成
一
三
年
）
・p103

（
36
）『
禅
林
象
器
箋
』
三
宝
書
院
・p504

（
37
）『
曹
全
』「
清
規
」・p301b

（
38
）
白
雲
守
端
（
一
〇
二
五
―
七
三
）
、『
白
雲
守
端
語
録
』
巻
一
「
祖
堂
綱
紀
序
」（Z120.209b

）

（
39
）
注
6
・
一
〇
一
・211a

（
40
）T80.65a

（
41
）
注
20
・p105

（
42
）『
元
亨
釈
書
』
巻
二
「
伝
智
一
之
二
」（
注
6
・
一
〇
一
・159a

）
に
「
今
之
学
者
推
西
為
始
祖
。
嘗
曰
、
我
没
五
十
年
、
禅
宗
大
興

於
世
。
文
応
・
弘
長
以
降
、
爾
于
慧
日
、
隆
于
巨
福
。
皆
如
西
之
言
。
二
師
又
領
建
仁
。
可
謂
奇
中
矣
」
と
あ
り
、
栄
西
が
、

円
爾
と
道
隆
の
活
躍
を
予
言
し
た
こ
と
と
、
二
人
が
建
仁
寺
に
住
し
た
こ
と
を
記
す
。
そ
の
事
実
補
完
の
意
味
で
の
記
述
で
あ

ろ
う
。

（
お
ざ
き　

ま
さ
よ
し
・
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
）


